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注釈の⼀覧 :公募要領(第8回)_1.1版_R4年12⽉_1.0⽐較 - テスト⽤.pdf
このページには注釈はありません



ページ :1
テキストが置換されました
[旧] : 「1.0版 令和４年 10⽉」  
[新] : 「1.１版 令和４年 12⽉」



ページ :2
画像が置換されました

画像が置換されました

テキストが置換されました
[旧] : 「た、採択公表後の交付申請の受付移⾏の⼿続きでは、「」  
[新] : 「た、採択公表後の交付申請の受付以降の⼿続きでは、「」



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



ページ :5
グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが置換されました
[旧] : 「の詳細はお答えいたしかねますので、ご了承ください。○ 採択結果は、申請いただいた事業 計画に記載のある⾦額の全額に対して、補助⾦の交付決定を保証するものではありませ
ん。採択 決定後に「補助⾦交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として 適切なものであるかどうかの精査を⾏います。必要に応じて、事業者に照会・連絡
等を⾏った上 で、補助⾦交付額を決定し、通知いたします。精査の結果次第では、交付決定額が、応募時に計 上している補助⾦申請額から減額となる場合もあります。なお、交付決定額
は、採択決定時点の」  
[新] : 「の詳細はお答えいたしかねますので、ご了承ください。 〇 本事業は、令和 4年度中にさらに 1回（第 9回）の公募を予定しています。ただし、第 9回公」

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが挿⼊されました
「募の応募締切は第 8回公募の採択発表以前になる予定のため、第 8回公募で応募される場合、第 9回公募での応募はできませんのでご注意ください。」

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが挿⼊されました
「○ 採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある⾦額の全額に対して、補助⾦の交付決定を 保証するものではありません。採択決定後に「補助⾦交付申請」をしていただき、その経
費等の 内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を⾏います。必要に応じ て、事業者に照会・連絡等を⾏った上で、補助⾦交付額を決定し、通知いたします。精
査の結果 次第では、交付決定額が、応募時に計上している補助⾦申請額から減額となる場合もあります。 なお、交付決定額は、採択決定時点の補助⾦申請額を上回ることはできませんので
ご注意くださ」

テキストが置換されました
[旧] : 「補助⾦申請額を上回ることはできませんのでご注意ください。」  
[新] : 「い。」



ページ :6
グラフィック要素が挿⼊されました

グラフィック要素が削除されました

グラフィック要素が削除されました



ページ :7
注釈の属性が変更されました

注釈の属性が変更されました

テキストが置換されました
[旧] : 「24」  
[新] : 「25」

注釈の属性が変更されました

注釈の属性が変更されました

注釈の属性が変更されました



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



ページ :10
画像が置換されました

画像が置換されました



ページ :11
テキストの属性が変更されました
フォント「Meiryo」が「Meiryo-Bold」に変更されました。

テキストが置換されました
[旧] : 「親 会社が議決権の」  
[新] : 「【みなし同⼀法⼈】」 

フォント「Meiryo」が「Meiryo-Bold」に変更されました。

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが置換されました
[旧] : 「50％超を有する⼦会社が存在する場合、親会社と⼦会社は同⼀法⼈とみなし、いずれか 1社の」  
[新] : 「親会社が議決権の 50％超を有する⼦会社が存在する場合、親会社と⼦会社は同⼀法⼈とみなし、いずれか 1社のみ での申請しか認められません。また、親会社が議決権の 50％超を有
する⼦会社が複数存在する場合、親会社と複 数の⼦会社は全て同⼀法⼈とみなし、このうち 1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複 数の事業者が申請した場合に
は、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご 注意ください。なお、個⼈が複数の会社「それぞれ」の議決権を 50％超保有する場合も同様に、複数の
会社は同 ⼀法⼈とみなします。また、親会社が議決権の」

画像が挿⼊されました

テキストが置換されました
[旧] : 「みでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の 50％超を有する⼦会社が複数存在する場合、親会社と 複数の⼦会社は全て同⼀法⼈とみなし、このうち 1社のみでの申請し
か認められません。これらの場合において、 複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますので ご注意ください。なお、個⼈
が複数の会社「それぞれ」の議決権を 50％超保有する場合も同様に、複数の会社は 同⼀法⼈とみなします。また、親会社が議決権の 50％超を有する⼦会社が、議決権の 50％超を有する孫
会社や、 更にその孫会社が議決権の」  
[新] : 「50％超を有する⼦会社が、議決権の 50％超を有する孫会社や、更 にその孫会社が議決権の」

画像が削除されました



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



ページ :15
テキストが置換されました
[旧] : 「採択された事業を辞退した場合を除く。第７回公募においてグリーン成⻑枠」  
[新] : 「採択された事業を辞退した場合を除く。第８回公募においてグリーン成⻑枠」



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



ページ :22
テキストが置換されました
[旧] : 「5⼈以下の会社⼜は個⼈事業主を⾔います。」  
[新] : 「5 ⼈以下の会社⼜は個⼈事業主を⾔います。」



ページ :23
テキストが置換されました
[旧] : 「専ら資産運⽤的性格の強い事業」  
[新] : 「グループ会社（P9 10 に記載する【みなし同⼀法⼈】に当てはまる他の会社）が既に実施し ている事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業 ④ 不動産
賃貸、駐⾞場経営、暗号資産のマイニング等、専ら資産運⽤的性格の強い事業」

テキストが置換されました
[旧] : 「他の制度（補助⾦、委託費、固定価格買取制度等）と同⼀⼜は類似内容の事業」  
[新] : 「他の制度（補助⾦、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格 買取制度等）と同⼀⼜は類似内容の事業」



このページには注釈はありません



ページ :25
テキストが置換されました
[旧] : 「3⽉中旬 下旬頃を予定しています。」  
[新] : 「3⽉下旬 ４⽉上旬頃を予定しています。」

テキストが置換されました
[旧] : 「（詳細な⼿続きは、「補助事業の⼿引き」を参照してください）。この際、事務局の審査の結果、 計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額が減額となる
場合があります ので、予めご了承ください。なお、交付決定額は、採択決定時点の補助⾦申請額を上回ることはで きませんのでご注意ください。また、交付決定後に補助事業実施場所を変
更することは原則として 認められません。事業計画期間中、事業化状況報告書等の内容から各認定経営⾰新等⽀援機関等の フォローアップ状況を調査し、各認定⽀援機関ごとに、その結果
を公表いたします。」  
[新] : 「（詳細な⼿続きは、「補助事業の⼿引き」を参照してください）。なお、採択により⽣じる交付申 請を⾏う権利を交付決定前に他者に承継することはいかなる理由においても認めら
れません。採択 事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。この際、事務局の審査の結 果、計上された経費が補助対象外であると判断されるときは、交付決定額
が減額となる場合があり ますので、予めご了承ください。なお、交付決定額は、採択決定時点の補助⾦申請額を上回ること はできませんのでご注意ください。また、交付決定後に補助事業
実施場所を変更することは原則と して認められません。事業計画期間中、事業化状況報告書等の内容から各認定経営⾰新等⽀援機関 等のフォローアップ状況を調査し、各認定⽀援機関ごと
に、その結果を公表いたします。」 

フォント「Meiryo」が「Meiryo-Bold」に変更されました。

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが削除されました
「７．補助対象経費」



ページ :26
グラフィック要素が挿⼊されました

画像が置換されました

テキストが挿⼊されました
「７．補助対象経費」

グラフィック要素が削除されました

グラフィック要素が挿⼊されました

グラフィック要素が削除されました

グラフィック要素が削除されました



このページには注釈はありません



このページには注釈はありません



ページ :29
テキストが置換されました
[旧] : 「以下の経費は、補助対象になりません。」  
[新] : 「以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の⼤半が補助対象外である 場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択になりますのでご注意くださ
い。」 

フォント「Meiryo」が「Meiryo-Bold」に変更されました。

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが挿⼊されました
「• 諸経費、会社経費、⼀般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費」

テキストが置換されました
[旧] : 「販売する商品の原材料費、⽂房具などの事務⽤品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、 団体等の会費」  
[新] : 「販売する商品の原材料費、予備品の購⼊費、⽂房具などの事務⽤品等の消耗品代、雑誌 購読料、新聞代、団体等の会費」

テキストが置換されました
[旧] : 「不動産の購⼊費、株式の購⼊費、⾃動⾞等⾞両（事業所内や作業所内のみで⾛⾏し、⾃ 動⾞登録番号がなく、公道を⾃⾛することができないものを除く）、船舶、航空機等の 購⼊
費・修理費・⾞検費⽤」  
[新] : 「不動産の購⼊費、構築物の購⼊費、株式の購⼊費、⾃動⾞等⾞両（事業所内や作業所内 のみで⾛⾏し、公道を⾃⾛することができないもの及び税法上の⾞両及び運搬具に該当 しない
ものを除く）、船舶、航空機等の購⼊費・修理費・⾞検費⽤」

テキストが挿⼊されました
「• ⽇本国等が⾏う⼀定の事務に係る役務（登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、 試験、証明、公⽂書の交付等）に対する⼿数料」



ページ :30
テキストが置換されました
[旧] : 「書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等） の購⼊費」  
[新] : 「書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報 酬・介護報酬を受ける事業に使⽤し得るもの、家具等）の購⼊費」



ページ :31
テキストが挿⼊されました
「８．事前着⼿申請の⼿続き」

画像が置換されました

テキストが削除されました
「８．事前着⼿申請の⼿続き」



ページ :32
グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが挿⼊されました
「９． 補助事業者の義務 （交付決定後に遵守すべき事項）」

テキストが置換されました
[旧] : 「りません。」  
[新] : 「りません。なお、採択により⽣じる交付申請を⾏う権利を交付決定前に他者に承継することは いかなる理由においても認められません。採択事業者以外が交付決定を受けることはで
きませ んのでご注意ください。」 

フォント「Meiryo」が「Meiryo-Bold」に変更されました。

グラフィック要素が挿⼊されました

グラフィック要素が挿⼊されました

テキストが削除されました
「９． 補助事業者の義務 （交付決定後に遵守すべき事項）」

グラフィック要素が削除されました



ページ :33
テキストが挿⼊されました
「１０．事業計画作成における注意事項」

テキストが削除されました
「１０．事業計画作成における注意事項」



ページ :34
テキストが挿⼊されました
「33」



ページ :35
テキストが置換されました
[旧] : 「33」  
[新] : 「34」



ページ :36
グラフィック要素が置換されました

テキストが置換されました
[旧] : 「34」  
[新] : 「35」



ページ :37
テキストが置換されました
[旧] : 「35」  
[新] : 「36」



ページ :38
テキストが挿⼊されました
「⑳ 連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類（連携体の構成員が提」

テキストが置換されました
[旧] : 「36」  
[新] : 「37」



ページ :39
テキストが削除されました
「⑳ 連携体の構成員それぞれが事業再構築要件を満たすことを説明する書類（連携体の構成員が提」

テキストが置換されました
[旧] : 「37」  
[新] : 「38」



ページ :40
テキストが置換されました
[旧] : 「38」  
[新] : 「39」



ページ :41
テキストが置換されました
[旧] : 「39」  
[新] : 「40」



ページ :42
テキストが置換されました
[旧] : 「再⽣計画等を「策定済」かつ応募締切⽇から遡って３年以内（令和元年 10⽉１⽇以」  
[新] : 「再⽣計画等を「策定済」かつ応募締切⽇から遡って３年以内（令和 2年 1⽉ 14⽇以」

テキストが置換されました
[旧] : 「40」  
[新] : 「41」



ページ :43
テキストが置換されました
[旧] : 「41」  
[新] : 「42」



ページ :44
テキストが置換されました
[旧] : 「42」  
[新] : 「43」



ページ :45
テキストが置換されました
[旧] : 「43」  
[新] : 「44」



ページ :46
テキストが置換されました
[旧] : 「44」  
[新] : 「45」



ページ :47
テキストが置換されました
[旧] : 「45」  
[新] : 「46」



ページ :48
テキストが置換されました
[旧] : 「46」  
[新] : 「47」



ページ :49
テキストが置換されました
[旧] : 「47」  
[新] : 「48」



ページ :50
テキストが置換されました
[旧] : 「48」  
[新] : 「49」



ページ :51
テキストが置換されました
[旧] : 「49」  
[新] : 「50」



ページ :52
テキストが置換されました
[旧] : 「50」  
[新] : 「51」



plus

plus

EBPM
EBPM

plus

plus

plus G ID

plus

gBizINFO
https://info.gbiz.go.jp/

ページ :53
注釈の属性が変更されました

テキストが置換されました
[旧] : 「info@mirasapo.go.jp」  
[新] : 「info@mirasapo-connect.go.jp」

テキストが置換されました
[旧] : 「51」  
[新] : 「52」



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8
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EBPM

ページ :54
テキストが置換されました
[旧] : 「52」  
[新] : 「53」



EBPM

/

ページ :55
テキストが置換されました
[旧] : 「53」  
[新] : 「54」



No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ID

ページ :56
注釈が挿⼊されました

テキストの属性が変更されました
フォントスタイルが変更されました。
フォントカラーが変更されました。

テキストが置換されました
[旧] : 「54」  
[新] : 「55」


